
道路特定財源の確保を求める緊急要望 

 

地方にとって最も重要な社会基盤である

道路整備を行うに当たり、自動車関係諸税

は貴重な財源となっていることから、現行

の税体系を維持するとともに、来春適用期

限が到来する暫定税率について現行水準を

維持すること。 

また、道路特定財源のみでは必要な道路

整備のための財源が不足している地方の現

状に鑑み、道路特定財源の地方への配分割

合を高めるなど、地方における道路特定財

源の充実に努めること。 

平成 19 年 12 月 4 日 

全国高速自動車道市議会協議会 

会  長   秋 山   正 

（倉敷市議会議長）  


